
茶のしずく被害　埼玉から２２人が提訴しました
 
当事務所の竹内和正弁護士が事務局長を務める
【茶のしずく石けん被害対策埼玉弁護団】が
製造元会社の悠香など３社に対して損害賠償を求める訴訟を起こしました。 
 
 
詳細はこちら↓
http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/20120421/CK201204210
2000109.html 
4月21日の埼玉新聞、朝日新聞、東京新聞、毎日新聞、産経新聞、しんぶん赤旗に掲載されました。
 
 
今後は被害のさらなる申出に応じて、第２次提訴も検討しております（提訴時期未定）。 
 
 
 
埼玉県内で被害に遭われた方のご相談・お問い合わせは
当事務所（048-862-0800）までご連絡下さい。
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